
「育児休業給付金」次回申請日検索（スケジュール）の方法 
（「高年齢雇用継続給付金」共通） 
 
 

「6.社保雇用業務」内「休業開始時賃金月額証明書」メニューから作成する「育児休業給付金支

給申請」データに、「次回支給申請日」を登録していただくことで、次回支給申請日のスケジ

ュール検索をすることができます。 

 また、スケジュール検索画面から次回予定を更新することで、次回分の申請書を自動作成す

ることができます。 
 

※アラート表示やポップアップ機能はございませんので、都度検索していただくか、社労法務

システムメインメニューにあるメモ機能をご活用ください。 

 

※事前に申請書作成画面で「次回支給申請期間」および「次回支給申請日」を入力しデータ作

成しておく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※初回申請時は「次回支給申請期間」および「次回支給申請日」がありませんのでそのまま

「（初回）育児休業給付申請書」を作成し登録してください。「次回支給日検索」メニューに

登録したデータが表示されます。（P3参照） 



【操作手順】 
 

①「休業開始時賃金月額証明書」メニューを開いた画面で、次回支給申請日検索ボタンをクリ

ックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

② 次回支給申請日を設定します。「以降」「を含む」「のみ」で検索出来ます。 

③ 検索します。 

④ 下表より該当者クリックし選択すると、賃金月額証明書の画面に戻ります。 

「各申請書の入力と印刷」から、給付金申請に進みます。 

⑤ 次回支給申請日等の一覧入力が行えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥表示するデータの条件検索ができます。条件を設定し「再表示」をクリックしてください。 

⑦「現在情報より次回情報を自動表示する」にチェックを付けると次回情報を自動的に表示で

きます。日付を手入力したい場合はチェックを外してください。 

⑧「入力開始」をクリックし、次回情報を登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「自動表示する」をクリックすると次回の支給単位期間および次回支給申請期間が自動的に表

示されます。 

支給単位期間 ： 現在の支給単位期間の最終年月の翌月から２ ヶ月分を表示 

次回支給申請期間： 上記の支給単位期間の翌月の１ 日～ 末日を表示 

セルをダブルクリックすると、入力画面が表示されるので手動で日付をセットすることもでき

ます。 

「次回支給申請日」はセルをダブルクリックし、日付をセットしてください。 

「完了」ボタンをクリックしてデータ保存します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※初回育児休業給付支給申請書を登録していると、この画面に表示されますので、次回支給申

請日を登録してください。 

 
 
 
 
 

「完了」をクリックすると申請書の情報を更新していいか確認画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「いいえ」を選択すると元の画面に戻ります。 
 



 

「はい」をクリックすると、登録したデータが各申請書に反映されます。 

（直前に作成した申請書データは上書きされます） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


